


 





















































































































 
栄区上郷猿田地区における都市計画提案に対する評価 
ア．横浜市のまちづくりの方針との整合 本市では、横浜市中期４か年計画 2014～2017 においては、まちづくりの方向性として、「郊外部では、駅周辺をはじめ、徒歩や公共交通機関で行ける身近な範囲に、生活利

便施設やコミュニティ施設が集積し、身近な場所で水や緑を実感できる、誰もが住みたい、住み続けたいと思える、暮らしやすく魅力あふれるまちづくりを推進していきます。」

としています。 

現行の横浜国際港都建設計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下、「整開保」という）においては、主要な都市計画の決定の方針として、「都市の健全な発展を

図るため、生活や生産などの都市活動の基盤として、住宅地、商業・業務地、工業地、道路、鉄道、上下水道、河川、公園、緑地などが適切に配置されたバランスのとれた都

市形成を図る。このため、都市機能の強化と市域の一体化の促進、効率的で適正な土地利用による都市機能の向上、魅力ある市街地環境の創造と自然的環境の保全、地域特性

に応じた市街地環境の誘導などの視点を踏まえ、計画的な土地利用を推進する。また、社会経済状況の変化などを踏まえ、必要に応じた都市計画の見直しを検討する。」とし、

市街化調整区域の土地利用の方針として、「骨格的な都市基盤施設等の整備にあたっては、無秩序な市街化を防止しつつ、周辺土地利用の計画的な保全、誘導を行う。」として

います。また、本提案は、整開保等及び線引きの第７回全市見直しと同時に都市計画の変更を行う提案であるため、これを踏まえることとなりますが、全市見直しに向けて策

定した横浜市の都市づくりの基本的考え方では、都市計画の基本戦略として、横浜型のコンパクトな市街地形成などを掲げ、「現在においても効率的な都市であるが、人口動態

や産業構造等の変化に対応した持続可能な都市を構築するために、これまで整備されてきたインフラ等を生かしながら、より効率的な土地利用を図り、活力ある拠点を形成す

ることが必要である。」などとしています。 

横浜市都市計画マスタープラン全体構想においては、都市づくりの目標として、人にやさしい「鉄道駅を中心としたコンパクトな市街地形成」などを掲げ、市街化調整区域

の土地利用の方針において「骨格的な都市基盤施設等の整備に当たっては、無秩序な市街化を防止しつつ、周辺土地利用の計画的な保全、誘導を行います。」としています。 

横浜市都市計画マスタープラン栄区プランでは、「現在、市街化調整区域となっている舞岡上郷線周辺については、港南台駅徒歩圏にあり、利便性が高いことから、土地利用

転換の可能性があります。その際には、緑地の保全とともに、地域活性化に貢献するような計画的なまちづくりが求められています。」としています。 

横浜市水と緑の基本計画では、「横浜らしい水・緑環境の実現」を基本理念とし「緑の七大拠点」などまとまりのある緑を守ることとしています。 

生物多様性行動計画（ヨコハマｂプラン）では、貴重な水や緑などの自然資源は、生き物の重要な生息・生育環境であるとし、当該地域を含む円海山周辺の緑地を「つなが

りの森」として重点推進施策に位置付け、目指すべき将来像として「横浜の生物多様性の宝庫である＜横浜つながりの森＞を市民全体で体感・感動し、次代、次々代につない

でいく」としています。 

本提案では、舞岡上郷線南東部に位置する緑の七大拠点である円海山周辺地区に連なる良好な緑地について、公園や特別緑地保全地区の都市計画を定め、現況の自然的環境

や里山的景観を永続的に保全することとし、舞岡上郷線南東部沿道のグリーン・ゲート・ゾーンと名付けられた区域（以下、「グリーン・ゲート・ゾーン」という）については、

公園、雨水調整池や公益用地などを配置し、円海山周辺の緑地への玄関口としています。 

また、ＪＲ港南台駅の徒歩圏に位置する舞岡上郷線北西部については、環境に配慮した商業施設等の生活利便施設や住宅を配置し、持続可能な市街地を形成することにより、

無秩序な市街化が防止されるとともに、計画的な市街地の形成が図られ、周辺市街地との一体性が強化される提案となっています。 

これらの提案は、本提案地区の将来を見据えた魅力と利便性の向上に資するまちづくりであり、本市のまちづくりの方針に基本的に沿ったものであると考えられます。 

 

イ．環境等への配慮 本案件にかかる環境影響評価は、前回提案の内容を対象に平成 20 年３月に報告書までの手続を終了していましたが、今回の提案に際し、提案者から事業計画の修正に伴う環

境影響の変化に関し再度予測・評価を行った事業内容等修正届出書が提出されました。これについて本市環境影響評価審査会が審査した結果、全ての環境影響評価項目は環境

保全目標を満足していることから、環境保全のための措置を確実に履行することにより、事業計画の修正に伴う環境に及ぼす影響が環境保全目標を超えて増加するおそれはな

いと判断しました。 

なお、前回提案時の環境影響評価の審査書で提案者に求めた意見及び今回の提案に際し平成 26 年７月に提案者に示した事業内容等修正届書に係る本市の意見についても、提

案者は誠意を持って対処していく必要があります。これらに関しては、提案者から平成 26 年 10 月に、対応していく旨の見解が出されていますが、さらに、事業実施にあたっ

ては、提案者が示した環境保全措置について確実に履行されることが必要です。 

また、提案者が計画する建築物については、太陽光発電システム等の積極的な採用により、本提案地区全体におけるエネルギー消費量（想定値）の 10％以上の再生可能エネ

ルギーの導入や CASBEE 横浜Ａランク以上が計画されています。さらに、提案者以外の土地所有者等が計画する戸建住宅や共同住宅などについても、再生可能エネルギーの導入

等を目指すとしています。こうした環境配慮等の取組を持続するために、本提案地区内の関係者で「地域ルール」を策定し、運用するとし、環境等へ一定の配慮がされていま

す。 

開発による改変部分の緑地を復元して、周辺緑地と一体となった段階で緑地として本市に引き継ぐ提案をしていることから、単に開発及び宅地造成許可の基準に適合させる

だけでなく、安全性と自然的環境の保全を両立する工法を検討、選定し、当該地域の自然資源を最大限守る必要があります。 

また、注目すべき動植物の保護等について、市民や専門家の意見を取り入れながら進める必要があります。 

 

ウ．周辺住民との調整及び概ねの賛同等 本提案地区内の地権者ほぼ全員の同意が得られています。 

また、提案者による周辺自治会や市民団体に対する説明もそれぞれ行われ、理解を得る努力がされていると判断できます。 

都市計画提案説明会前には、本提案地区内の緑地とホタルなどの生物の生息環境の全面保全を求める約 11 万に及ぶ反対署名が陳情と共に本市に提出されました。その後も複

数の市民団体から、交通処理に対する懸念、風水害への不安、遺跡保存への要望などを主旨とする陳情が寄せられています。 

平成 26 年５月に本市が主催した都市計画提案公聴会においては、賛成が８名、反対が２名、その他が３名であり、本提案地区周辺のにぎわいの創出、ホタルの生息域や広大

な樹林地の保全に対する期待、舞岡上郷線の拡幅整備や神奈中車庫前交差点の早急な改良による交通の円滑化、本提案による本提案地区周辺の防災性の向上などに期待する賛

成意見が述べられた一方で、大規模盛土造成や交通処理を不安視するなどの反対意見も述べられました。 

今回の計画提案の内容を、より地域に対する魅力や利便性を高めるものとするためには周辺住民との連携が不可欠であることから、提案者は今後も、周辺住民に対する調整

を継続し、将来にわたって、取り組むことが求められます。 

 



エ．事業実施の実現性 事業実施の実現性に関して、関係機関等との事前相談の段階では、都市計画法の開発許可基準及び「横浜市開発事業の調整等に関する条例」等に照らして、不整合はありま

せん。 

なお、神奈中車庫前交差点の改良などの商業施設等に係る交通処理については、商業施設の供用開始までに提案者が確実に実施するとともに、事業実施にあたっては、開発

許可、遺跡の調査方法等について、引き続き関係機関等と詳細な協議が必要となります。 

本提案地区内の注目すべき動植物の調査については、事業実施前までに調整する必要があり、生息環境の保全、移植・定着のための取組が確認できるまで市民や専門家の意

見を取り入れながら、提案者が責任をもって実施することが求められます。また、生物多様性に配慮した雨水調整池及び水路の持続可能な維持管理方法については、市民、専

門家等と検討する必要があります。 

さらに、近年のがけ崩れを含む水害への対応については、安全性の確保に向けた具体的な取組が求められ、土砂災害警戒区域については、その部分の確実な対策が必要です。

また、特別緑地保全地区、公園、樹林地・草地等の保全の制限を定める区域における安全性と自然的環境の保全を両立する防災措置及びその後の緑の復元については確実に

実施する必要があります。 

                                                                               

オ．まちづくりへの寄与  舞岡上郷線北西部については、駅徒歩圏と沿道にふさわしい複合市街地の形成を図ることで周辺住民の利便性が向上するとともに、にぎわいが創出されることで防犯性も向

上します。また、商業施設は災害時に一時的な避難が可能なものとし、商業施設の内部には防災備蓄機能が設けられ、「まちづくり組織」が中心となって本提案地区の防災連携

を図るなど、災害対策へ寄与する内容となっています。さらに地域からの優先的雇用が計画されており地域への貢献が期待されます。 

また、CASBEE 横浜や再生可能エネルギーの積極的な導入による環境に配慮した建築物を配置し、持続可能な市街地を形成するとしています。 

舞岡上郷線南東部については、円海山周辺地区に連なる良好な緑地が都市計画により永続的に担保されます。また、その区域にある貝化石の露頭や横堰を保存することとし

ています。 

グリーン・ゲート・ゾーンについては、開発に必要な公園、雨水調整池等を計画していますが、公園は居住者だけでなく来訪者も利用できるものとし、雨水調整池及び水路

は生物多様性に配慮した施設として整備するなど、円海山周辺緑地への玄関口としてふさわしいものにするとしています。 

さらに、舞岡上郷線の拡幅整備及び神奈中車庫前交差点の改良により、本提案地区周辺の交通を円滑化するとしています。 

これらの提案は、緑豊かな良好な景観がある、多世代にわたり持続的に住み続けられる魅力的なまちの創出に寄与すると考えられます。 

 

カ．適正な提案区域の設定  提案区域について、二つの都市施設の公園及び特別緑地保全地区は、円海山周辺地区に連なる良好な緑地と連続する場所に位置しており、既存の樹林地や谷戸など、一体と

なって緑地の保全・活用が図られるよう設定されており、おおむね適正な配置となっています。舞岡上郷線西側に位置する特別緑地保全地区については、地区計画の緑地の保

全のための制限区域と一体となって緑地の保全が図られる区域となっています。これらの位置・形状については、その目的や整備内容等からみておおむね適正であると考えら

れます。 

また、地区計画の区域については、開発区域全域をカバーするように設定され、地区整備計画を定めており、おおむね適正と判断できます。ただし、本提案地区のグリーン・

ゲート・ゾーンと位置付けられる舞岡上郷線沿道の南東部については、開発区域に含まれていますが、円海山周辺の緑地への玄関口にふさわしい役割が期待されており、第一

種低層住居専用地域に変更するのではなく、市街化調整区域のままとすべきと考えられます。 

 

キ．事業中の都市施設等への配慮  本提案地区内で、都市計画事業として事業を行っている都市施設等はありません。 

 

ク．計画の合理性・担保性 

 

 提案されている都市計画は、都市計画法等の関係法令に沿った内容と考えられます。 

なお、特別緑地保全地区、都市施設の公園、樹林地・草地等の保全の制限を定める区域については、単に防災措置を行うのではなく、安全と自然的環境の保全を両立する工

法を検討、選定し、実施することが求められます。また、提案者が本市へ寄付するとしている土地については、公園緑地の寄付受納要綱に基づき斜面の安全対策を実施し、樹

林地・草地等の保全の制限を定める区域の復元状況が周辺植生と一体となったことを確認したのち、本市に引き継がれるのであれば問題は無いと考えられます。 

本提案区域内に設定されている公益用地については、横浜市公益用地の譲渡等に関する要綱に照らして、位置・形状については、現時点では問題はないと考えられます。具

体的な手続等については、事業の進捗に応じて今後協議を行う必要があります。 

なお、都市計画以外の提案内容の担保性を高めるため、提案者が中心となり、地権者と「まちづくり組織」の設立や「地域ルール」の策定を確実に実施する必要があります。

 

総合評価  本提案内容は、首都圏レベルの枢要な緑地である円海山周辺地区に連なる良好な緑地を、公園や特別緑地保全地区の都市計画により担保し、本市でも貴重となった里山景観

を永続的に保全するものと評価できます。また、本提案によって形成される市街地は、港南台駅の徒歩圏であり、駅から離れた郊外住宅地との結節点に位置しており、拡幅整

備する舞岡上郷線沿道を開発し、商業施設等を設けることにより、周辺市街地との一体性の強化が図られることで、本提案地区周辺の利便性や快適性を高めつつ、地域防災を

補完する計画となっています。さらに、環境にも一定の配慮がされた持続可能なまちづくりを実現しようとする計画となっていることから、総合的にも、地区の将来を見据え

バランスに配慮した計画であると評価できます。 

 ただし、グリーン・ゲート・ゾーンについては、単に開発区域の一部というだけでなく、円海山周辺緑地への玄関口にふさわしい役割が期待されており、市街化調整区域の

ままとすべきと考えられます。 

以上のことから、提案された区域区分の変更や地区計画等の内容に一部修正を加えた上で、都市計画の決定及び変更をする必要があると判断します。 

 

なお、舞岡上郷線の拡幅整備、神奈中車庫前交差点の改良、建築物への再生可能エネルギーの導入や CASBEE 横浜の適用、地域雇用の確保、文化財の保護、注目すべき動植物

の生息環境の確保や移植・定着、特別緑地保全地区等における防災措置及びその後の緑の復元、防災性の向上や「まちづくり組織」による取組などについて、確実に実施して

いくことが必要です。その実現には、周辺住民や市民団体、専門家などとの連携が不可欠となることから、各段階において十分調整しつつ取り組むことを求めます。 

 

 




